
太子町　訪問型サービスコード（R3.4改正分） 従前相当

【　A2　】　　訪問型(独自)サービス

種類 項目

A2 1111 訪問型独自サービスⅠ 1,176 1月につき

A2 2111 訪問型独自サービスⅠ日割 39 1日につき

A2 1211 訪問型独自サービスⅡ 2,349 1月につき

A2 2211 訪問型独自サービスⅡ日割 77 1日につき

A2 1321 訪問型独自サービスⅢ 3,727 1月につき

A2 2321 訪問型独自サービスⅢ日割 123 1日につき

A2 6001 訪問型独自サービス同一建物減算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の１０％　減算 1月につき

A2 8000 訪問型独自サービス特別地域加算 特別地域加算　          　  　　 　　　　　　  　　　　 　　　　　　　　　　　                    　　　　所定単位数の　15％　加算 1月につき

A2 8001 訪問型独自サービス特別地域加算日割 特別地域加算（日割）   　  　　 　　　　　　  　　　　 　　　　　　　　　　　                    　　　　所定単位数の　15％　加算 1日につき

A2 8100 訪問型独自サービス小規模事業所加算 中山間地域等における小規模事業所加算 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　10％　加算 1月につき

A2 8101 訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 中山間地域等における小規模事業所加算（日割）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の　10％　加算 1日につき

A2 8110 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算                          　　　                 所定単位数の　  5％　加算 1月につき

A2 8111 訪問型独自サービス中山間地域等加算日割 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算（日割）                　　　                 所定単位数の 　 5％　加算 1日につき

A2 4001 訪問型独自サービス初回加算 初回加算                                                             200単位加算 200

A2 4003 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ 生活機能向上連携加算  (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　100単位加算 100

A2 4002 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　200単位加算 200

A2 6269 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ）　        　　所定単位数の137/1000

A2 6270 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ）　　        　所定単位数の100/1000　

A2 6271 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ）　　         　所定単位数の55/1000　

A2 6273 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ）    　(３)で算定した単位数の　90％　

A2 6275 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ (5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ）    　(３)で算定した単位数の　80％　

A2 6278 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)　　　所定単位数の63/1000

A2 6279 訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)　　　所定単位数の42/1000　

A2 8310 訪問型独自サービス令和3年9月30日までの上乗せ分 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所定単位数の１/1000　

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ
サービス内容略称 算定項目

合成
単位数

算定
単位

ロ　訪問型
サービス費
(独自)

事業対象者、要支援1・2（週2回程度）

事業対象者、要支援1・2（週2回程度）

イ　訪問型
サービス費
(独自)

事業対象者、要支援1・2（週1回程度）

事業対象者、要支援1・2（週1回程度）

ハ　訪問型
サービス費
(独自)

事業対象者、要支援2（週3回程度）

事業対象者、要支援2（週3回程度）

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利
用者20人以上にサービスを行う場合

1月につき

新型コロナウイルス感染症への対応



緩和基準サービス

【　A3　】 緩和した基準による訪問型サービス

種類 項目 給付率
A3 1001 訪Ⅰ９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 1,059 1月につき

A3 1002 訪Ⅰ８０％ （週1回程度） 80% 1,059

A3 1003 訪Ⅰ７０％ 70% 1,059

A3 1005 訪Ⅰ・同９０％ 90% 953

A3 1006 訪Ⅰ・同８０％ 1,058単位 80% 953

A3 1007 訪Ⅰ・同７０％ 70% 953

A3 1009 Ⅰ特別地域加算９０％ 90% 159

A3 1010 Ⅰ特別地域加算８０％ 80% 159

A3 1011 Ⅰ特別地域加算７０％ 70% 159

A3 1013 Ⅰ小規模加算９０％ 90% 106

A3 1014 Ⅰ小規模加算８０％ 80% 106

A3 1015 Ⅰ小規模加算７０％ 70% 106

A3 1017 Ⅰ中山間加算９０％ 90% 53

A3 1018 Ⅰ中山間加算８０％ 80% 53

A3 1019 Ⅰ中山間加算７０％ 70% 53

A3 1031 日割訪Ⅰ９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 35 1日につき

A3 1032 日割訪Ⅰ８０％ （週1回程度）（日割） 80% 35

A3 1033 日割訪Ⅰ７０％ 70% 35

A3 1035 日割訪Ⅰ・同９０％ 90% 32

A3 1036 日割訪Ⅰ・同８０％ 35単位 80% 32

A3 1037 日割訪Ⅰ・同７０％ 70% 32

A3 1039 日割Ⅰ特地加算９０％ 90% 5

A3 1040 日割Ⅰ特地加算８０％ 80% 5

A3 1041 日割Ⅰ特地加算７０％ 70% 5

A3 1043 日割Ⅰ小規模加算９０％ 90% 4

A3 1044 日割Ⅰ小規模加算８０％ 80% 4

A3 1045 日割Ⅰ小規模加算７０％ 70% 4

A3 1047 日割Ⅰ中山間加算９０％ 90% 2

A3 1048 日割Ⅰ中山間加算８０％ 80% 2

A3 1049 日割Ⅰ中山間加算７０％ 70% 2

A3 1061 訪Ⅱ９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 2,116 1月につき

A3 1062 訪Ⅱ８０％ （週2回程度） 80% 2,116

A3 1063 訪Ⅱ７０％ 70% 2,116

A3 1065 訪Ⅱ・同９０％ 90% 1,905

A3 1066 訪Ⅱ・同８０％ 2,114単位 80% 1,905

A3 1067 訪Ⅱ・同７０％ 70% 1,905

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅰ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅰ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅱ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％



種類 項目 給付率
A3 1069 Ⅱ特別地域加算９０％ 90% 317

A3 1070 Ⅱ特別地域加算８０％ 80% 317

A3 1071 Ⅱ特別地域加算７０％ 70% 317

A3 1073 Ⅱ小規模加算９０％ 90% 211

A3 1074 Ⅱ小規模加算８０％ 80% 211

A3 1075 Ⅱ小規模加算７０％ 70% 211

A3 1077 Ⅱ中山間加算９０％ 90% 106

A3 1078 Ⅱ中山間加算８０％ 80% 106

A3 1079 Ⅱ中山間加算７０％ 70% 106

A3 1091 日割訪Ⅱ９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 69 1日につき

A3 1092 日割訪Ⅱ８０％ （週2回程度）（日割） 80% 69

A3 1093 日割訪Ⅱ７０％ 70% 69

A3 1095 日割訪Ⅱ・同９０％ 90% 62

A3 1096 日割訪Ⅱ・同８０％ 69単位 80% 62

A3 1097 日割訪Ⅱ・同７０％ 70% 62

A3 1099 日割Ⅱ特地加算９０％ 90% 10

A3 1100 日割Ⅱ特地加算８０％ 80% 10

A3 1101 日割Ⅱ特地加算７０％ 70% 10

A3 1103 日割Ⅱ小規模加算９０％ 90% 7

A3 1104 日割Ⅱ小規模加算８０％ 80% 7

A3 1105 日割Ⅱ小規模加算７０％ 70% 7

A3 1107 日割Ⅱ中山間加算９０％ 90% 3

A3 1108 日割Ⅱ中山間加算８０％ 80% 3

A3 1109 日割Ⅱ中山間加算７０％ 70% 3

A3 1121 訪Ⅲ９０％ 事業対象者、要支援2 90% 3,357 1月につき

A3 1122 訪Ⅲ８０％ （週2回を超える程度） 80% 3,357

A3 1123 訪Ⅲ７０％ 70% 3,357

A3 1125 訪Ⅲ・同９０％ 90% 3,021

A3 1126 訪Ⅲ・同８０％ 3,354単位 80% 3,021

A3 1127 訪Ⅲ・同７０％ 70% 3,021

A3 1129 Ⅲ特別地域加算９０％ 90% 503

A3 1130 Ⅲ特別地域加算８０％ 80% 503

A3 1131 Ⅲ特別地域加算７０％ 70% 503

A3 1133 Ⅲ小規模加算９０％ 90% 335

A3 1134 Ⅲ小規模加算８０％ 80% 335

A3 1135 Ⅲ小規模加算７０％ 70% 335

A3 1137 Ⅲ中山間加算９０％ 90% 168

A3 1138 Ⅲ中山間加算８０％ 80% 168

A3 1139 Ⅲ中山間加算７０％ 70% 168

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅱ)

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅱ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅲ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算



種類 項目 給付率
A3 1151 日割訪Ⅲ９０％ 事業対象者、要支援2 90% 111 1日につき

A3 1152 日割訪Ⅲ８０％ （週2回を超える程度）（日割） 80% 111

A3 1153 日割訪Ⅲ７０％ 70% 111

A3 1155 日割訪Ⅲ・同９０％ 90% 100

A3 1156 日割訪Ⅲ・同８０％ 111単位 80% 100

A3 1157 日割訪Ⅲ・同７０％ 70% 100

A3 1159 日割Ⅲ特地加算９０％ 90% 17

A3 1160 日割Ⅲ特地加算８０％ 80% 17

A3 1161 日割Ⅲ特地加算７０％ 70% 17

A3 1163 日割Ⅲ小規模加算９０％ 90% 11

A3 1164 日割Ⅲ小規模加算８０％ 80% 11

A3 1165 日割Ⅲ小規模加算７０％ 70% 11

A3 1167 日割Ⅲ中山間加算９０％ 90% 6

A3 1168 日割Ⅲ中山間加算８０％ 80% 6

A3 1169 日割Ⅲ中山間加算７０％ 70% 6

A3 1201 初回加算９０％ 90% 200 1月につき

A3 1202 初回加算８０％ 80% 200

A3 1203 初回加算７０％ 70% 200

A3 1205 生活機能加算Ⅰ９０％ 90% 100

A3 1206 生活機能加算Ⅰ８０％ 80% 100

A3 1207 生活機能加算Ⅰ７０％ 70% 100

A3 1401 生活機能加算Ⅱ９０％ 90% 200

A3 1402 生活機能加算Ⅱ８０％ 80% 200

A3 1403 生活機能加算Ⅱ７０％ 70% 200

A3 1257 処遇改加算Ⅰ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 145

A3 1258 処遇改加算Ⅰ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 145

A3 1259 処遇改加算Ⅰ1・７０％ 70% 145

A3 1261 処遇改加算Ⅰ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 290

A3 1262 処遇改加算Ⅰ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 290

A3 1263 処遇改加算Ⅰ2・７０％ 70% 290

A3 1265 処遇改加算Ⅰ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 459

A3 1266 処遇改加算Ⅰ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 459

A3 1267 処遇改加算Ⅰ3・７０％ 70% 459

A3 1209 処遇改加算Ⅱ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 106

A3 1210 処遇改加算Ⅱ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 106

A3 1211 処遇改加算Ⅱ1・７０％ 70% 106

A3 1213 処遇改加算Ⅱ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 211

A3 1214 処遇改加算Ⅱ2・８０％ （週2回程度）　　2,114単位 80% 211

A3 1215 処遇改加算Ⅱ2・７０％ 70% 211

A3 1217 処遇改加算Ⅱ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 335

A3 1218 処遇改加算Ⅱ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 335

A3 1219 処遇改加算Ⅱ3・７０％ 70% 335

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の　 5％　加算

初回加算                                                                                                                    200単位　加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ）                                                                                            100単位　加算

生活機能向上連携加算(Ⅱ）                                                                                            200単位　加算

介護職員
処遇改善
加算

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ）  　所定単位数の137/1000　加算

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ）   　所定単位数の100/1000　加算

訪問型
サービス費
(緩和)
(Ⅲ)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
ｻｰﾋﾞｽを行う場合   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×　90％

特別地域加算　　　　　　　  　　　　　　　　所定単位数の　15%　加算

中山間地域等における小規模事業所加算    　所定単位数の　10％　加算



種類 項目 給付率
A3 1221 処遇改加算Ⅲ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 58 1月につき

A3 1222 処遇改加算Ⅲ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 58

A3 1223 処遇改加算Ⅲ1・７０％ 70% 58

A3 1225 処遇改加算Ⅲ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 116

A3 1226 処遇改加算Ⅲ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 116

A3 1227 処遇改加算Ⅲ2・７０％ 70% 116

A3 1229 処遇改加算Ⅲ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 184

A3 1230 処遇改加算Ⅲ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 184
A3 1231 処遇改加算Ⅲ3・７０％ 70% 184

A3 1233 処遇改加算Ⅳ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 52

A3 1234 処遇改加算Ⅳ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 52

A3 1235 処遇改加算Ⅳ1・７０％ 70% 52

A3 1237 処遇改加算Ⅳ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 104

A3 1238 処遇改加算Ⅳ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 104

A3 1239 処遇改加算Ⅳ2・７０％ 70% 104

A3 1241 処遇改加算Ⅳ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 166

A3 1242 処遇改加算Ⅳ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 166

A3 1243 処遇改加算Ⅳ3・７０％ 70% 166

A3 1245 処遇改加算Ⅴ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 46

A3 1246 処遇改加算Ⅴ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 46

A3 1247 処遇改加算Ⅴ1・７０％ 70% 46

A3 1249 処遇改加算Ⅴ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 93

A3 1250 処遇改加算Ⅴ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 93

A3 1251 処遇改加算Ⅴ2・７０％ 70% 93

A3 1253 処遇改加算Ⅴ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 147

A3 1254 処遇改加算Ⅴ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 147

A3 1255 処遇改加算Ⅴ3・７０％ 70% 147

A3 1301 特処改加算Ⅰ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 67

A3 1302 特処改加算Ⅰ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 67

A3 1303 特処改加算Ⅰ1・７０％ 70% 67

A3 1311 特処改加算Ⅰ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 133

A3 1312 特処改加算Ⅰ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 133
A3 1313 特処改加算Ⅰ2・７０％ 70% 133
A3 1321 特処改加算Ⅰ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 211
A3 1322 特処改加算Ⅰ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 211
A3 1323 特処改加算Ⅰ3・７０％ 70% 211

(３)介護職員処遇改善加算(Ⅲ）  　所定単位数の55/1000　加算

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ
サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目

合成
単位数

算定
単位

介護職員
等特定処
遇改善加

算

(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ）  　所定単位数の63/1000　加算

(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ） (3)で算定した単位数の90％　加算

（5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ） (3)で算定した単位数の　80％　加算



種類 項目 給付率

A3 1331 特処改加算Ⅱ1・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 44 1月につき
A3 1332 特処改加算Ⅱ1・８０％ （週1回程度）　　　1,058単位 80% 44
A3 1333 特処改加算Ⅱ1・７０％ 70% 44
A3 1341 特処改加算Ⅱ2・９０％ 事業対象者、要支援1・2 90% 89
A3 1342 特処改加算Ⅱ2・８０％ （週2回程度）　　　2,114単位 80% 89
A3 1343 特処改加算Ⅱ2・７０％ 70% 89
A3 1351 特処改加算Ⅱ3・９０％ 事業対象者、要支援2 90% 141
A3 1352 特処改加算Ⅱ3・８０％ （週2回を超える程度）3,354単位 80% 141
A3 1353 特処改加算Ⅱ3・７０％ 70% 141

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ

サービス内容略称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定項目
合成

単位数
算定
単位

(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ）   　所定単位数の42/1000　加算


